
法定基準を満たさない焼却炉は使用禁止です！

下の図の構造基準及び焼却方法を満たさない焼却炉は全て使用できません。

  ※この基準は、家庭用・事業用いずれも満たさなければいけません。

  ※基準に適合している焼却炉でも、設置するのに届出・許可が必要な場合があります。

焼却炉の構造基準

焼却炉の焼却方法

・煙突以外に燃焼ガスを出さない。

・煙突から焼却灰・未燃物を飛散しない。

・煙突の先端から火炎又は黒煙（汚染度 25％を超える）を排出しない。

              廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第３条第２号イ

問い合わせ先 生駒市役所 環境保全課 ℡ ７４-１１１１

助燃装置が設置

されている
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状態で、定量ずつ

廃棄物を燃焼室に
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燃焼可能温度が

８００℃以上である


